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高次脳機能障害という病気を知っていますか？ 

美波町国民健康保険の加入者（40～64歳）で 
介護保険適用除外施設に入所された方の手続きについて 

高次脳機能障害中核支援施設 

　国民健康保険に加入されている40～64歳の方（介護保険第2号被保険者）が、下記の介護保険適用除外施設
に入所された場合は、介護保険の被保険者とならないため、入所期間中はその人にかかる国民健康保険税のう
ち「介護納付金分」の納付が免除されます。対象施設に入所された時は、役場保健福祉課または由岐支所へ必
ず届出をお願いします。 
　また、現在、納付を免除されている方が施設を退所された場合も必ず届出をしてください。 

●対象施設　　 
①障害者支援施設 
②指定障害者支援施設（障害者自立支援法による生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している方）
③重症心身障害児施設 
④厚生労働大臣が指定する医療機関（国立病院機構徳島病院の進行性筋萎縮症児病棟） 
⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 
⑥ハンセン病療養所 
⑦生活保護法に定める救護施設 
⑧労働者災害補償保険法に規定する施設 
⑨指定障害福祉サービス事業者である病院（障害者自立支援法に規定する療養介護を行う場合のみ） 
※適用除外施設に該当するかどうかは入所している施設にお問い合せください。 

●手続きに必要なもの 
①保険証 
②施設入所（退所）証明書 
③介護保険適用除外該当（非該当）届出書 
※②③の書類は、役場保健福祉課または由岐支所にあります。 

記憶障害 
□約束をすぐ忘れてしまう 
□物をどこに置いたかわからなくなる 
□新しいことが覚えられない 
□何度も同じことを質問する 

注意障害 
□ミスが多い 
□気が散りやすい 
□一つのことを長く続けられない 
□同時に複数のことができない 

遂行機能障害 
□計画が立てられない 
□約束の時間に間に合わない 
□行き当たりばったりの行動をとる 
□一つ一つ指示されないと行動できない 

社会的機能障害 
□突然怒り出す 
□感情のコントロールができない 
□人の気持ちを推し量れない 
□気持ちが落ち込みやすい 
□やる気がおこらない 

徳島大学病院　高次脳機能障害支援センター　徳島市蔵本町2－50－1　☎088－633－9107（地域医療連携センター） 

相談機関 

美波保健所　徳島県南部総合県民局保健福祉環境部（美波） 
　海部郡美波町奥河内字弁才天17－1　☎0884－74－7373 
徳島県精神保健福祉センター 
　徳島市新蔵町3－80　☎088－625－0610

家族会 

徳島家族会「すだち」 
　徳島市新浜町3－1－60 
　☎088－662－4776

病気で脳に傷を負った方、事故で頭を強く打った方で上のような症状でお困りの方は下記へ御相談ください。 

【お問い合せ先】　役場保健福祉課　☎77－3614

【お問い合せ先】　徳島県南部総合県民局保健福祉環境部（美波）　☎74－7373


